
- 1 -

 

福島民報旗争奪 第２３回福島県中学生サッカー新人大会要項 

 

 

 １ 趣  旨   サッカー技術の向上とスポーツマンシップの高揚に資するとともに、サッカーを 

              通して心身共に健全な社会の形成者たるべき資質の向上に寄与する。 

 

 ２ 主  催  財団法人福島県サッカー協会               福島民報社 

 

 ３ 後    援 福島県      郡山市教育委員会            
 

 ４ 主  管  財団法人福島県サッカー協会３種委員会    福島県南サッカー協会３種委員会 

 

 ５ 期日及び  平成２２年１１月 ６日（土）１回戦       郡山市内中学校(４会場) 

  会  場                                             安積第二中学校 郡山第七中学校 

                                                 富田中学校    緑ヶ丘中学校 

                               ７日（日）２回戦       西部サッカー場(２ 面) 

                              ２３日（月）準決勝･決勝  西部サッカー場(２ 面) 

                                           
６ 参加 ﾁｰﾑ  参加１６チームを各地区登録数の比例配分＋開催地区１で最大数４を超えないよう 

       次のように地区割りする。 

                県  北(39)････４   会  津(23)････２    県  南(15)････２      
                県  中(38)････４   相    双(20)････２    いわき(25)････２      
 

 ７ 参加資格  ①  平成２２年度(財)日本サッカー協会に財団法人福島県サッカー協会を通して第 

３種登録をしたチーム及びそのチームに登録された選手であること。 

② 各地区予選を通過したチームであること。  

                ※  地区予選開始時に、登録が完了されている選手であること。 

                 地区予選から本大会に至るまでに、同一選手が異なるチームへ移籍後、再び同 

         一大会に参加する事はできない。 

                ※  クラブユース連盟加盟・登録チームに関してはクラブ連盟主催新人大会か本 

                  大会かのいずれか１つの大会に限って参加することができる。 

              ③ チーム編成はスタッフ４名以内、選手２０名以内とする。 

              ④ （財）日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属 

        するチームについては、同一クラブ内の別チームに所属する選手を移籍手続きを 

        行なうことなく本大会に参加させることができる。この場合、同一クラブ内のチ 

        ームであれば、複数のチームから選手を参加させることも可能とする。なお、本 

        項の適用対象となる選手の年齢は第 4 種年代とし、第 3 種およびそれ以上の年代 

        の選手は適用対象外とする。 

              ⑤  選手数が不足しているチームに関しては、（財）日本サッカー協会の規定に基 

        づき、同種別の他チームとの「合同チーム」による大会参加を認める。 

                （各地区３種委員会の承認を経ること） 

              ⑤  選手の年齢については、平成８年４月２日以降に生まれた者に限る。 

        但し、平成７年４月２日以降平成８年４月１日までに生まれた者については中学 

        ２年生の在籍証明があれば参加を認める。 

 

  ８ 競技方法 ①  ルールは 2010/2011 年度(財)日本サッカー協会競技規則による。 

              ②  ノックアウト方式（トーナメント）で行う。                           
              ③  競技時間は６０分とし試合終了時に同点の場合、ＰＫ方式により次回進出チー 

        ムおよび優勝チームを決める。 

        ３位決定戦は実施せず準決勝敗退チームを３位とする。 
              ④ 交代に関しては、競技開始前に登録した最大９名の交代要員の中から９名まで 
        の交代が認められ、一度退いた競技者も再び出場できる。ただし、交代の手続き 
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        は従来どおりサッカー競技規則第３条に則って行う。 
 
 
              ⑤  試合球は５号検定球とし、大会本部で用意する。 

                なお、運営上予備として各チーム１個ずつ試合球を準備すること。 

       ⑥ 選手登録は試合開始６０分前迄に行い、所定のメンバー表に交代選手を含め 

        ２０名まで登録し、選手全員の選手証とともに本部に３部提出する。 

        選手証を提出できない場合や選手証に写真のない選手の出場は認めない。 

              ⑦  本大会期間中に警告を累積２回受けたものは、次の１試合に出場できない。 

       ⑧ 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できない。 

                それ以降の処置については規律・フェアプレー委員会で決定する。 

 

 ９ 大 会 球 モルテン社製ペレーダ 405、ミカサボール製 VOLARE CLASSIC  

 

 １０ 参加申込  （財）福島県サッカー協会ホームページより申込書の書式（メンバー表を兼ねる）を

ダ 

       ウンロードし、必要事項を記入し、添付ファイルにして下記宛に申し込むこと。 

              （１） 締切日    平成２２年１０月２７日（水）必着  

           （２） 申込先   （財）福島県サッカー協会  E-mail  fa07@fukushima-fa.com 

 

 １１ 組合わせ  （財）福島県サッカー協会３種委員会にて抽選をし、出場チーム宛連絡します。 

 

 12 ユニフォーム ①  ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正の他に副とし 

             て正と色彩が異なり判別しやすいユニフォームを参加申込書に記載し、各試合に必 

             ず携行すること（FP・GK 用共）。 

           ②  シャツの前面・背面に参加申込書に登録した選手番号を付けること。 

             ショーツの選手番号については付けることが望ましい。 

           ③  選手番号については１番から９９番までの選手固有の番号とする。 

④  ユニフォームへの広告表示については本協会「ユニフォーム規程」に基づき承認され

た場合のみこれを認める。尚、会場によって広告掲出料が発生する場合は、チーム負担

とする。 

⑤  ユニフォームに他のチーム（各国代表・プロクラブチーム等）のエンブレム等が付い

ているものは着用できない。 

⑥  その他の事項については本協会「ユニフォーム規程」に則る。 

 

 13 その他  ①  監督会議は１１月６日（土）９時３０分より西部サッカー場会議室で行います。 

           ②  チームメンバー表（チーム登録用紙）に変更がある場合は、変更したものを監督 

             会議までに提出する。なお監督会議以降の変更は認めない。 

           ③  ベンチ入りできる者は登録された選手２０名以内及びスタッフ 4 名以内に限り、必ず

ビブス等を着用しプレー中の選手と判別をしやすくすること。 

           ④  試合会場での事故は応急手当をしますが、その後の処置については 

             参加者側でお願いします。      
           ⑤  福島県大会の開会式には全チームが参加してください。（参加の条件とします。） 

        ⑥  地区予選優勝チームは、開会式当日優勝旗を持参してください。  
           ⑦  福島県大会優勝チームには優勝旗と彰状・優勝メダルが、準優勝チームには楯と 

             賞状・準優勝メダルが、第３位チームには賞状とメダルが授与されます。 

           ⑧  福島民報紙上に地区大会の日程、選手紹介や大会記録を掲載する予定です。 

           ⑨  その他不詳の点、諸問い合わせ等は行健中学校・市橋まで連絡願います。  
               Tel. / Fax.   ０２４-９３２-１８１５／９３２-１８４０   

 E-mail  (自宅) qqwb56f9k@opal.ocn.ne.jp 
 


